
 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会審査日程 

日時 令和２年１０月９日（金） 

午後１時３０分 

場所 第２委員会室 

付議事項  

１ 新型コロナウイルス対策本部会議の報告について 

 

 

 

 

２ 要望書の作成について 



第２３回 山陽小野田市新型コロナウイルス対策本部会議 

日時：令和２年１０月８日（木）１０時から 

  場所：山陽小野田市役所 ３階 大会議室  

＜次第＞ 

１ 現状の報告について（健康増進課） 

２ １０月１２日から１１月末日までの施設利用について 

３ その他 



山口県内での新型コロナウイルス発生状況等について 

 

（１）山口県での感染者数 ２０６人【入院患者数 ７人】（１０月７日現在） 

 

（市町別） 

●下関市     ２４件      ●宇部市     ５０件 

●山口市     ２４件      ●防府市     １３件 

●下松市      ９件      ●岩国市      ４件 

●長門市      １件      ●光市       ４件 

●美祢市      １件      ●周南市     １０件 

●山陽小野田市  ６６件 

 

（２）山陽小野田市内発生状況 ６６件（１０月７日現在） 

   別紙参照 

 

（３）PCR検査の状況について 累計１０，２５０件（１０月７日まで） 

 

月日 曜日 実施件数 陽性件数 

９月 ２９日 火 １１４ ３ 

９月 ３０日 水 ７２ １ 

１０月 １日 木 ７７ ０ 

１０月 ２日 金 ５２ ０ 

１０月 ３日 土 ９０ ０ 

１０月 ４日 日 ７４ ０ 

１０月 ５日 月 ６４ ０ 

１０月 ６日 火 ５４ ３ 

１０月 ７日 水 ５３ ２ 

 

 

（４）相談件数 ４６，４９１件（１月３１日から１０月６日まで） 
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2020/10/6

市内 県内 年代 性別 職業

1 32 4月27日 50歳代 男性 会社員 県内第23,24例目の濃厚接触者

2 45 7月22日 30歳代 男性 会社員 愛知県名古屋市に出張

3 56 8月1日 50歳代 男性 会社員 市内第４例目を含む知人と高知県高知市に旅行

4 57 8月1日 50歳代 男性 会社員 市内第３例目を含む知人と高知県高知市に旅行

5 73 8月8日 40歳代 男性 会社員 県内第66例目（宇部市）の濃厚接触者

6 76 8月8日 40歳代 女性 会社員 知人と面接

7 89 8月19日 40歳代 男性 会社員 県内第86例目（宇部市）の濃厚接触者

8 90 8月19日 60歳代 男性 無職 ゴルフ（県外からの参加者との接触）家族、親族での会食

9 91 8月20日 60歳代 女性 無職 市内第８例目の濃厚接触者（会食）

10 93 8月20日 30歳代 女性 会社員 市内第８例目の濃厚接触者（会食）

11 94 8月20日 10歳代 女性 会社員 市内第８例目の濃厚接触者（会食）

12 95 8月20日 10歳未満 女性 小学生 市内第８例目の濃厚接触者（会食）

13 97 8月20日 40歳代 女性 確認中 市内第８例目の濃厚接触者（会食）

14 98 8月20日 10歳代 男性 学生 市内第７例目の濃厚接触者

15 102 8月21日 40歳代 女性 飲食店勤務 市内第７例目、県内第99例目（宇部市）濃厚接触者。

16 103 8月21日 20歳代 女性 飲食店勤務 市内第７例目、県内第99例目（宇部市）濃厚接触者

17 104 8月21日 70歳代 男性 無職 市内第8例目の濃厚接触者　ゴルフ（市内18例目も参加）

18 105 8月21日 60歳代 女性 飲食店勤務 市内第８例目の濃厚接触者　市内第17例目とも接触

19 108 8月22日 40歳代 男性 飲食店勤務 市内第7例目、県内第99例目の濃厚接触者

20 109 8月22日 40歳代 男性 会社員 市内第15例目の濃厚接触者

21 111 8月23日 20歳代 男性 フリーター 県内第101例目、市内第15・16例目との濃厚接触者

22 117 8月24日 30歳代 男性 会社員 Ａ医療機関受診　抗原検査陽性

23 118 8月24日 40歳代 男性 会社員 Ａ医療機関受診　抗原検査陽性

24 119 8月24日 40歳代 女性 会社員 Ａ医療機関受診　抗原検査陽性

25 121 8月25日 20歳代 男性 会社員 市内A飲食店関連

26 122 8月25日 40歳代 男性 会社員 市内A飲食店関連

27 123 8月25日 70歳代 男性 自営業 市内A飲食店関連

28 126 8月25日 30歳代 男性 会社員 市内第19例目の濃厚接触者

29 128 8月25日 30歳代 女性 会社員 市内第22例目の濃厚接触者

30 129 8月25日 10歳未満 男性 － 市内第22例目の濃厚接触者

31 130 8月25日 10歳未満 男性 － 市内第22例目の濃厚接触者

32 131 8月25日 70歳代 男性 無職 市内第22例目の濃厚接触者

33 132 8月25日 60歳代 女性 無職 市内第22例目の濃厚接触者

34 133 8月25日 60歳代 女性 飲食店勤務 県内第107例目の濃厚接触者

新型コロナウイルス感染症患者状況【山陽小野田市】

例目
陽性確定日

患者の概要
エピソード等
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市内 県内 年代 性別 職業

例目
陽性確定日

患者の概要
エピソード等

35 136 8月26日 30歳代 男性 会社員 市内第22例目の濃厚接触者

36 139 8月26日 40歳代 男性 会社員 市内第19例目の濃厚接触者

37 142 8月27日 10歳代 女性 － 市内第35例目の濃厚接触者

38 143 8月27日 10歳未満 男性 － 市内第35例目の濃厚接触者

39 144 8月27日 10歳未満 女性 － 市内第35例目の濃厚接触者

40 145 8月27日 20歳代 女性 無職 市内第35例目の濃厚接触者

41 146 8月27日 30歳代 女性 会社員 市内第35例目の濃厚接触者

42 147 8月27日 70歳代 女性 パート 県内第138例目の濃厚接触者

43 148 8月27日 10歳未満 女性 － 市内第3６例目の濃厚接触者

44 149 8月27日 50歳代 女性 － 市内第25例目の濃厚接触者

45 150 8月27日 10歳代 男性 学生 特になし

46 153 8月28日 50歳代 男性 自営業 市内Ｂ飲食店（県内141例目勤務）関連

47 154 8月28日 40歳代 男性 会社員 市内Ｂ飲食店（県内141例目勤務）関連

48 158 8月28日 50歳代 男性 自営業 特になし

49 160 8月29日 70歳代 男性 無職 市内Ｂ飲食店関連

50 162 8月29日 60歳代 男性 無職 市内Ｂ飲食店関連

51 163 8月29日 60歳代 男性 無職 市内Ｂ飲食店関連

52 164 8月29日 10歳代 男性 会社員 市内第45例目の濃厚接触者

53 165 8月30日 70歳代 男性 無職 市内Ｂ飲食店関連

54 168 8月30日 50歳代 男性 自営業 市内Ｂ飲食店関連

55 173 9月1日 50歳代 女性 会社員 市内第54例目の濃厚接触者

56 176 9月2日 10歳代 女性 会社員 市内第55例目の濃厚接触者

57 178 9月2日 50歳代 男性 会社員 市内第19例目の濃厚接触者

58 179 9月4日 70歳代 男性 無職 市内第42例目の濃厚接触者

59 180 9月4日 50歳代 男性 会社員 県内第175例目、県内第177例目の濃厚接触者

60 181 9月4日 30歳代 男性 会社員 県内第175例目、県内第177例目の濃厚接触者

61 190 9月9日 30歳代 男性 医療従事者 県内第185例目、県内第186例目の濃厚接触者

62 196 9月25日 70歳代 男性 無職 特になし

63 197 9月26日 70歳代 女性 無職 市内62例目の濃厚接触者

64 200 9月28日 50歳代 男性 会社員 県内198例目の接触者

65 201 9月28日 40歳代 男性 会社員 県内198例目の接触者　居住地：千葉県

66 202 9月29日 20歳代 男性 会社員 県内第198例目の接触者
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１　主な利用条件
○大声での歓声・声援等がないことが前提としうるもの(ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｻｰﾄ、演劇等、舞踊、展示会等)収容率の１００％以内（席がない場合は適切な間隔)
〇大声での歓声・声援等が想定されるもの（ﾛｯｸｺﾝｻｰﾄ、ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ）収容率の５０％以内（席がない場合は十分な間隔）

２　１に加え利用の一部を制限する施設
Ｎｏ 担当部 １０月１２日から１１月末日までの制限内容 ９月２３日から１０月１１日までの制限内容

1 市民体育館 トレーニングルーム 利用制限の解除

利用制限
利用時間を２時間ごとに区分し、１区分の利用人数を１０人以下とする。
２１時以降は利用休止する。
距離確保のため一部器具の使用制限、利用者による器具使用後の消毒等の感染防止対
策を実施する

2 不二輸送機ホール スタジオ
利用制限
①利用人数２人まで
②１利用当たり２時間以内

利用休止
室内に窓が設置されていないため、換気が十分にできないため

3 市民館 調理室 利用制限の解除
利用制限
利用人数を１２人以下とする。
器具使用後の消毒、試食は横一列で短時間とするなど　「新しい生活様式」の実施

プレイスペース
利用制限
利用時間を午前、午後の２部に分け、３０人までの予約優先と
する　利用する時間は最大２時間とする

利用制限
利用時間を午前、午後の２部に分け、１０組までの予約制とする。利用する時間は最大２時
間とする

キッズキッチン
利用制限
プレイスペース利用時間のみの開放とする

利用制限
プレイスペース利用時間のみの開放とする

5 経済部 小野田勤労青少年
ホーム

音楽室
利用制限
①利用人数２人まで
②１利用当たり２時間以内

利用中止

6 公民館 調理室 利用制限の解除
利用制限
利用人数を各テーブル４人以下とする。
器具使用後の消毒、試食は一列で短時間とするなど「新しい生活様式」の実施

調理室 利用制限の解除
利用制限
利用人数を各テーブル４人以下とする。
器具使用後の消毒、試食は一列で短時間とするなど「新しい生活様式」の実施

サウナ
利用制限
３人までの利用とする

利用制限
３人までの利用とする

個人席 利用制限の解除
利用制限
半数の利用に限る

ＤＶＤ試聴ブース 利用制限
複数人ブースを利用不可

利用制限
個人ブースの３／５席及び、複数人ブースを利用不可
「3密」回避及び、ソーシャルディスタンスの確保をするため

市民部

福祉部

8

施設名

10月12日から11月末日までの施設利用について

教育委員会

中央図書館

スマイルキッズ

きらら交流館7

4

4



山陽小野田市地域外来・検査センターの設置について 

１ 目的 

新型コロナウイルス感染症の検査等を必要とする患者が、迅速かつ安全

に検査を受けられるよう「山陽小野田市地域外来・検査センター」を設置

する。 

２ 開始日 

令和２年１０月５日（月） 

※ただし、１０月５日（月）から２週間は試行実施。検査手順や環境整

備等を検証し、１０月１９日（月）から本格実施とする。

３  開設場所 

山陽小野田市健康増進課（山陽小野田市大字鴨庄９４番地） 

※検体採取は市登録医療機関で実施

４ 受付時間等 

(1)市登録医療機関からの予約受付【地域外来・検査センター（健康増進課）】 

月～木 ９時～１７時  金 ９時～１３時３０分

※祝日、年末年始（12/29～1/3）は除く

※当面の間は１日最大２０件

(2)検体採取対応時間【市登録医療機関（非公表）】

月～金（祝日を除く） 登録医療機関の診療時間内

※祝日、年末年始（12/29～1/3）は除く

※ただし、金は１４時３０分までに検体採取

(3)検体検査対応時間【検査機関（非公表）】

月～金  搬入時間 １１時及び１５時３０分 

※祝日、年末年始（12/29～1/3）は除く

５ 対象者 

市登録医療機関の医師が、新型コロナウイルス感染症の検査が必要と判 

断した者 

６ 検査方法 

抗原定量検査及びＰＣＲ検査による検体採取 

７ 検査費用 

検査自体は自己負担無（初診料または再診料、診療情報提供料、院内ト 

リアージ実施料等の保険診療報酬は自己負担有）

８ 検査・結果通知の流れ 

フローチャート参照 
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検査・結果通知の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤結果通知  

②市登録医療機関を受診・検査予約・検体採取  

③検体回収・搬送  

④検査  

①かかりつけ医へ相談  

⑥陽性者への対応  

※市登録医療機関から、地域外来・検査センター（以下、検査センター）

へ電話で予約する。 

検査予約：月～金（金は 13：30 まで）   祝日を除く 

検体採取日：月～金（金は 14：30 まで）  祝日を除く 

新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合 

かかりつけ医から市登録医療機関を紹介 

検体採取当日に市登録検査機関へ搬送（１日２回） 

 

検査機関で検査 

※原則検体採取当日に検査 

判定後、検査機関から検査センターへ結果通知 

・陰性者→市登録医療機関から結果通知（電話） 

・陽性者→検査センターから結果通知（電話） 

宇部健康福祉センター（保健所）から入院先等を連絡 
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山陽小野田市地域外来・検査センターの運用イメージ図 別紙

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

登録
医療機関

検査機関Ａ 検査機関Ｂ 検査機関Ｃ

＊１日２０検体迄
　（午前・午後各１０検体）
＊検体持込時間は指定

＊山陽小野田市地域外来・検査センター自体の全体像は、破線内側の通り（開始時点）

かかりつけ医
（未登録医療機関）

地域外来・検査センター（健康増進課内）

＊ここでは検体採取は実施しません

【主な業務内容】
＊検体採取を行う登録医療機関からの予約受付
＊登録医・検査機関・宇部健康福祉センター間のハブ機能
＊各種事務及び請求業務
＊検体回収
＊結果通知（基本的には登録医療機関へ）　　等

県との委託契約

検査予約・検査代支払 ↓ ・ ↑ 結果返し・検査代請求 等

検体配送→

←結果通知

検査委託料支

払→

登療機関等

登録医療機関医師

がかかりつけ医

だった場合、医師

が検査が必要と判

断した場合、検査

予約を入れる。予

約が取れれば、登

録医療機関で検体

採取（鼻咽頭ぬぐ

い液）を行う

電話依頼・紹介状 等

検体採取を行わない医療機関に患者さんが受診された場

合で、かかりつけ医が抗原検査等が必要と判断された場

合は、その医師から登録医療機関医師へ連絡を入れる。

今後増やしてい

く予定

この検査セ

ンターを利

用して検査

を行う患者

像について

は、市医師

会内で協議

して取り決

めを行う予

定



令和２年（2020 年）１０月 日  

 

山陽小野田市議会議長 小 野  泰 様 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別委員会   

委員長 髙 松 秀 樹   

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望書（その４） 

 

令和２年９月２９日に山口県飲食業生活同業組合小野田支部にヒアリングを

行った結果、次の事項が必要と考えるので市長に対して要望ください。 

 

 

記 

新型コロナウイルスの感染拡大により全国に緊急事態宣言が出され、市内

の飲食店は大きな打撃を受け、宣言の解除後、回復途上にあった最中の８月

下旬に市内の飲食店で県内初のクラスターが発生し、窮地に追い込まれまし

た。 

市長におかれては、飲食店に対する利用者の信頼の確保と飲食店が事業を

継続できる環境づくりを推進するため、感染防止対策に取り組む飲食店を市

民に広く紹介し、安心して利用できる飲食店であることを知せる新型コロナ

ウイルス感染防止対策取組宣言飲食店応援制度を創設されました。そして早

速、当該制度認定第１号の店舗が誕生したことは、誠に喜ばしい限りです。 

ただ、飲食店がこの応援制度に係る認定を受けるには、感染防止のための

備品や消耗品の整備が必要です。 

ついては、飲食店の収益が著しく悪化している折、是非、当該経費に対す

る金銭的支援を求めます。 

 


